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法令等  ＜学校教育目標＞   ○児童の実態 
○国日本国憲法，教育基本法     ○学校の実態 
  学習指導要領　等  「思いやりの心をもち、互いに学び合う、たくましい児童の育成」   ○地域の実態 
○県第４期千葉県教育振興基本計画    ○保護者の思い・願い 
　　　　　　　　　　　　　　等    ○地域の思い・願い 
○市佐倉市教育ビジョン　等    ○教職員の思い・願い

     
         めざす児童像   
　　　　めざす学校像    　　　めざす教師像 
  思いやりのある子(徳）  　　 学び合う子（知）    たくましい子（体） ◇組織の一員として協働できる教師 
　　◇安心安全で信頼される学校    ◇学び続け，成長できる教師 
　　◇児童が自らの成長を実感し，   ・互いに気づかい、 　・『学びの基本』を礎に  　・心と体の健康を ◇研究修養に努め，切磋琢磨する教師 
　　　教職員もその手応えを感じ取る   　支え合うことが 　　学び続け、互いにみが 　 　保つことができ ◇教育への情熱と使命感をもった教師 
　　　ことのできる学校     できる。     き合うことができる。      る。 ◇児童の心を耕し，支え、良さを伸ば 
　　◇児童のよりよい変容をめざして 　す教師 
　　　学校と家庭・地域が絆を結ぶ学校 ◇保護者や地域に信頼される教師

                                                                                                             
指導の視点 

       
思いやりのある子をめざして 学び合う子をめざして たくましい子をめざして 

   
 ・自主的活動や責任を促す特別活動の充実    ・基礎基本の確実な定着を図る指導方法の改善 ・調整力を身につける「運動機会」の確保
 ・だれもが安心して過ごせる居場所づくり    ・主体的・対話的で深い学び（学び方）を可能 ・健康な体をつくる衛生・生活習慣の確立

 ・いじめの早期発見・早期対応、教育相談の充実 　   にする授業計画（授業準備）と教材研究 ・自他の命を守る行動規範の確立
・思いやり、感謝の心を育む道徳教育の日常化  ・学びを支える個別（個に応じた）指導の充実 ・「食育」を児童にとって身近なものにする 

 ・教育的ニーズに応じた特別支援教育の充実   ・生徒指導の機能を生かした授業展開 　ための実践
 ・学習目標達成のための効果的な ICT  活用

 
組織運営の視点 

安全で安心な学校づくり 人を育てる学校づくり 開かれた学校づくり 
   

・地域やＰＴＡと連携した登下校指導や学校安全  ・「報告・連絡・相談」の徹底による機能的・ ・地域の教育力の活用 
  教育の充実 　　機動的に動く組織体制の確立 ・ホームページやメール配信の活用による 
・児童にとって「ワクワク登校・ニコニコ下校」を実  ・千葉県・千葉市教員等育成指標に基づく人材 　教育活動の情報提供 
　 現する教育環境整備 　 育成 ・学校評価等を活用した教育活動の改善
・「学校安全計画」に基づく危機管理・安全点検  ・研修やモラールアップ委員会等を活用した， 
　と指導体制の確立（危機管理マニュアルに基づ 　  教職員としての使命感や責任感，倫理観の
　く地震や自然災害，感染症等への対応） 　 育成と、教科指導・生徒指導力の向上

 


